
※ 主な新規予算案等   

救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターを含む）に勤務  

する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図 るため、休日・夜間において新たに救急  
勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象経貴） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）   

土日祝日の昼間13，570円／回、夜間18，659円／回   

平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。   

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

軽症患者が9割を超える二次救急医療機関への患者を小児初期救急センターで受け入れることにより、病院勤務医の負担  
を軽減するなど、小児救急医療体制の確保を図る。  

（対象経責） 小児初期救急センターに派遣される診療所医師等の交通費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
1，700千円／1か所  
平成21年度  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  
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救急センター（20～30床型）   4，841，649千円（2，571，277干P弘  

（対象経費）  

（対象か所数）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）   

医師・看護師等の確保に係る人件責、材料費等   
70か所 → 92か所  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

121，571千円 →178，995千円／1施設（30床型）  

昭和51年度  

2 地域救命救急センター（10床型  228，025干円（200，392千円  

既存の救命救急センターまでのアクセスに相当の時間を要する地域に対し、也塊救命救急センターの設置促進を図る。  

（対象経費）  

（対象か所数）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

医師・看護師等の確保に係る人件費、材料費等  
6か所 → 7か所  

都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

103，648千円／1施設（10床型）  

平成15年度   



救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、各医療機関の専門性の中から、病状  
に応じた適切な医療を提供できる医療機関又は院内の診療科へ紹介できる体制を整備し、救急患者の受入れ実績を踏まえた  
支援や、地域の診療所医師の救急医療への参画を促すための財政支援を行う。  

・管制塔を担う病院  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

医師、診療補助者等の人件糞、医療機器購入費等  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

30，746千円／1施設  

・支援病院  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

医師人件費、空床確保費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

9，966千円／1施設  

平成21年度  

・支援診療所  

（対象経責）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

医師人件責（派遣経貴）  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

4，953千円／1施設   
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モデル事業として、救急医療機関において、特に緊急的な措置が必要な脳卒中や循環器疾患について、小児科を含む専門  

医が3人体制で休日・夜間に常駐する救急医療支援センターを設置し、遠隔画像診断等による診断・治療の支援を図る。  

（対象経糞）医師の人件費等  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

厚生労働大臣が認める者  

定客員  

108，595千円／1施設  

平成21年度   

全国2ケ所の医療機関を「救急医療トレーニングセンター（仮称）」として指定し、後期臨床研修生を対象とした充実した研修を  

行うことにより、救急医療に関する基礎技術の底上げを図りつつ、救急全般に対応できる専門医の基礎能力育成を行うことに  

より救急医療を担う人材の確保を図る。  

（対象経費）医師の人件費等  

（補助先） 指定医療機関  

（補助率）  1／2（負担割合：国1／2、指定医療機関1／2）  

（積算単価）89，798千円／1施設  

（創設年度）平成21年度   



（運営か所数の追加による増）   

救命率の向上及び広域患者搬送を目的として、救急患者に早期に治療を開始するとともに、医療機関へ迅速に搬送する  

ドクターヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）を救命救急センターに配備する。  

（対象経責）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

（導入か所）  

運航経費（委託責）、搭乗医師等確保経費、運航調整委員会経費  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

167，840千円／1か所  

平成13年度  

（実施状況：平成20年12月現在）   

北海道、福島県、千葉県、埼玉県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、和歌山県、  

岡山県、福岡県、長崎県、沖縄県（20年度予定：青森県、群馬県）  

既存のドクターヘリ導入促進事業をベースとして、夜間も運航するための体制を確保する場合に必要な経責を補助する。  

（対象経費）運航経費（委託費）、搭乗医師等確保経費、照明機器設置費  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）  

都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

51，499千円／1か所  

平成21年度   
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救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、都道府県において妊婦・新生児に対する周産期医療システム  

（ネットワーク）を整備。また、医療機関相互の連携を強化するため、受入妊婦の病状に応じた専門病院への搬送先の調整、  

確保するための「母体搬送コーディネーター」を総合周産期母子医療センターに配置する。  

（対象経費）周産期協議会開催経費、周産期救急情報システムの改修経費、コーディネーターの人件費等  

（補助先） 都道府県  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3）（母体搬送コーディネーターを除く）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）（母体搬送コーディネーター）  

（積算単価）母体搬送コーディネート29，625千円／1都道府県  

（創設年度）平成8年度   

周産期にある妊婦のうち、特に危険度の高い者を対象とし、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う施設  

（総合周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を図るため、近隣の開業医等から医師  

等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対して謝金を支給する。  

（対象経責）医師等の確保に係る人件責、材料費等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）70，603千円（MFICU12床）／1か所  

（創設年度）平成8年度   



地域において、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う比較的高度な医療を提供する施設  

（地域周産期母子医療センター）に対する運営責の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を図るため、近隣の開業医等から  

医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対して謝金を支給する。  
（対象経糞）医師等の確保に係る人件費、材料責等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）41，551千円（MF】CU6床）／1か所  

（創設年度）平成21年度  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、分娩可能な産科医療  

機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対して、経営の安定化を図るための支援を行う  
必要がある。このため、産科医療機関に対して、運営費等の補助を行う。  

（対象経費）産科医療機関に勤務する医療従事者の人件費、医師等の休日代替要員雇上経責  
都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

22，810千円（分娩取扱機関年間9月以上）／1か所  

平成20年度   

（補助先）  

（補助率）  

（基準単価）  

（創設年度）  



分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、分娩可能な産科医療  

機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対して、産科医療機関として必要な医療機器  

の整備を実施する。（医療施設等設備整備費補助金の事項）  

（対象経責） 産科医療機関として必要な医療機器購入貴（分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等）  
都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

8，673千円／1か所  

平成20年度  

（補助先）  

（補助率）  

（基準単価）  

（創設年度）  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、分娩可能な産科医療  

機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対して、分娩室の増改築整備等を実施する。  

（医療施設等施設整備費補助金の事項）  

（対象経費） 分娩室、病室等の増改築等に要する工事費又はエ事請負費  

（補助先）  都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  

（補助率）  1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）分娩室、病室等 4，950千円／1か所 妊産婦等宿泊施設14，728干円／1か所  

（創設年度）平成20年度   
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3．医療機能情報提供制度の公表状況等について  

＜医療機能情報提供制度及びその施行スケジュールについて＞  

○ 平成18年の医療法改正により、住民・患者による病院等の適切な選択   

を支援するため、病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県   

知事への報告を義務づけ、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者   

に対し分かりやすい形で提供すること（医療機能情報提供制度）とされた   

ところである。（別紙1）  

○ 本制度の施行スケジュールについては、平成19年度においては、法令   

で定める情報のうち、病院等の名称等の基本情報及び都道府県知事が定め   

る情報について、病院等から報告を求め、都道府県知事の定める方法によ   

り公表することで足りることとされているものの、平成20年度において  
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は、基本情報以外の全ての情報についても、インターネットを通じて公表  

することとされている。（別紙2）  

＜各都道府県の公表状況について＞  

○ 基本情報については、平成19年度中に全ての都道府県で（インターネ   

ット又は紙媒体にて）公表済み。  

○ 基本情報以外の全ての情報については、平成21年2月23日現在、4   

7都道府県のうち、Z5都道府県でインターネットを通じて公表済み。（別   

紙3）  

＜都道府県において当面行うべき取組＞  

○ 基本情報以外の全ての情報について未公表の都道府県においては、平成   

20年度中の施行に向け、鋭意取り組むこと。また、当該制度の趣旨に鑑   

み、住民・患者に対し、適宜・適切に、引き続き広報・情報発信していた   

だきたいこと。  
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医療機関に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県   

が情報を集約してわかりやすく提供する仕組みを創設（薬局についても同様の仕組みを創設）  

医療機能情報提供制度  

医療機関の管理者に対し、  都  

医療機能に関する一定の情報に   道  

ついて、報告を義務化  

○集約した情報をインターネット等で   

わかりやすく提供  

○医療安全支援センター等による相談、助言  

O「一定の情報」は医療機関でも閲覧可能  

○ 正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める責務  

○ 患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務  

【基本情報】  

①名称②開設者③管理者④所在地⑤電話番号⑥診療科目⑦診療日⑧診療時間⑨病床種別及び届出・許可病床数  

【基本情報以外の全ての情報】  

①管理■運営・サービス等に関する事項（アクセス方法、外国語対応、費用負担 等）  

②提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、  
対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、、地域医療連携体制等  

③医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、ケノテイカルパスの実施、診療情報管理体制、   
情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数 等）   



医療機能情報提供制度［施行スケジュール］  

平
成
十
九
年
度
 
 

【基本情報】   

①名称②開設者③管理者  

④所在地⑤電話番号⑥診療科目  

⑦診療日⑧診療時間  

⑨病床種別及び届出・許可病床数  

＋  

【都道府県が定めるもの】  

【紙媒体又はパソコン端末等】  
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【基本情報以外の全ての情報】  
【インターネット】  

＋  

【紙媒体又はパソコン端末等】  

平
成
二
十
一
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平成21年4月1日から  

全都道府県において実施  
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成封年2月23日現 医療機能情報  

（1）基本情報については、全都道府県において公表済（インターネット又は紙媒体）  

（①名称、②開設者、③管理者、④所在地、⑤電話番号、⑥診療科目、⑦診療日、⑧診療時間、⑨病床種別及び届出・許可病床数）  

（2）提供サービス、医療の実績等の全ての情報については、平成20年度中においてインターネットにより公表するこ  
ととされており、現在、25団体において公表済み、22団体において準備中  

都道府県名  準備状況  サービスの名称  都道府県名  準備状況  サービスの名称  都道府県名  準備状況  サービスの名称  

北海道   公表済  北海道医療機能情報システム   石川県   H21，3 公表予定  未定  岡山県   公表済   岡山県医療機能情報提供システム   

H21．3、■  
青県  

公表予定   
福草県   

H21」3  

公表予定   
医療情報ネットふくい  広島県  H21．3 公表予定  救急医療N8t H【ROS川MA   

岩手県   公表済  いわて医療情報ネットワーク  山梨県   公表済  山梨県医療機能情報提供制度   山口県   
H21．3  

公表予定   
山口県医療機能情報提供システム   

H21．3  
宮城県  

公表予定   
ながの琴療情報卒ツト  長野県   

H21，3  

公表予定  
徳島県   

H21．3  

公表予定   
医鱒とくしま情報箱   

秋田県   公表済  あきた医療情報ガイド  県   H21．3 公表予定   ぎ占嘩療施設ポータル  香川県   
公表予定 未定  医療ネット讃岐（予定）   

山形県医療機関情報ネットワー  
山形県   

公表済   ク  
静岡県   H21．3 公表予定  医療ネットしずおか  愛媛県   H21．3 公表予定  えひめ医療情報ネット（仮）   

福島県   公表済  福島県総合医療情報システム   愛知県   公表済  あいち医療情報ネット  高知県   公表済   高知県医療機能情報提供制度   

茨城県 H21．3 公表予定  （仮）し′1ぱらき医療機関情報ネッ ト、   三重県   HZl．3   医療ネットみえ  
公表予定  

福岡県   公表済   ふくおか医療情報ネット   

栃木県   公表済  とちぎ医療情報ネット  滋賀県   公表済  滋賀県医療機能情報システム   佐賀県   公表済   99さがネット   

H21．3  
京都県   公表済  京都医療健康よろずネット  

H21．3  
群馬県 

公表予定   
長崎県  

公表予定   
ながさき医療機関情報システム   

熊本県医療機能情報検索システム   
埼玉県   公表済  埼玉県医療機能情報提供システ ム   大阪県   公表済  大阪府医療機関情報システム   熊本県   

H21 

公表 

千葉県   
H21．3  

公表予定   
ちば医療なび  兵庫県   H21．3 公表予定  兵庫県医療機関情報システム   大分県   H21．3 公表予定  おおいた医療情事馴まっとネット   

なら医療情報ネット（奈良県  
東京都   公表済  東京都医療機関案内サービスひ まわリ   奈良県   公表済   医療機能情報公表システム）  宮崎県   公表済   みやざき医療ナビ   

神奈川県  公表済  かながわ医療情報検索サービス   和歌山県  H21∴3 公表予定  わかやま医療情報ネット  鹿児島県  H21．3 公表予定   未定   

新潟県   公表済  にいがた医療情報ネット  鳥取県   公表済  鳥取県福祉施設等情報公表 サービス  沖縄県   公表済   沖縄うちなあ医療ネット   

富山県   公表済  とやま医療情報ガイド  島根県   公表済  島根県医療機能情報システム  

※ 網掛けは未公表の自治体  （人）  




